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Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
の
諸
規
定
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

関
税
及
び
貿
易
に
関
す
る
一
般
協
定
（
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
）
に
お
け
る
次
の
用
語
の
定
義
は
如
何
な
る
も
の
と
政
府
と
し
て
考
え

て
い
る
か
。

（
一
）

関
税

（
二
）

課
徴
金

（
三
）

内
国
税

（
四
）

内
国
課
徴
金

二

現
在
、
コ
メ
、
小
麦
、
大
麦
等
に
課
さ
れ
て
い
る
マ
ー
ク
ア
ッ
プ
は
一
の
（
一
）
か
ら
（
四
）
ま
で
の
い
ず
れ
に
該
当
す

る
の
か
。

三

マ
ー
ク
ア
ッ
プ
と
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
第
三
条
の
規
定
の
整
合
性
に
つ
い
て
答
弁
あ
り
た
い
。

右
質
問
す
る
。


